
青 医  第  284号

平成 28年  5月 18日

公益社団法人青森県医師会長

公益社団法人青森県診療放射線技師会長

青森県健康福祉部医療薬務課長

(公 印 省 略 )

放射性医薬品を投与された患者の退出について

このことについて、別添のとお り平成 28年 5月 11日 付け医政地発 0511第 1

号で厚生労働省医政局地域医療計画課長から通知があったので、お知 らせいたします。

なお、各病院長には別途通知していることを申し添えます。

【担当】医務指導グループ 主幹 保木卓也

電話 :017(7309291/FAX:017(7308089
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各 病 院 長 殿

青森県健康福祉部医療薬務課長

(公 印 省 略 )

放射性医薬品を投与された患者の退出について

このことについて、別添のとお り平成 28年 5月 11日 付け医政地発 0511第 1

号で厚生労働省医政局地域医療計画課長か ら通知があったので、お知 らせいたします。

【担当】医務指導グループ 主幹 保木卓也

電言舌:017(734)9291 / FAX:017(734)8089



医政地発 05H第 1号

平成 28年 5月 11日

厚生労働省医政局地域医療計画課長

(公  印  省  、略)

放射性医薬品を投与された患者の退出について

標記については、これまで医療法施行規則 (昭和 23年厚生省令第 50号)第
30条の 15に基づき、「放射性医薬品を投与された患者の退出についてJ(平成

10年 6月 30日 付医薬安発第 70号厚生省医薬安全局安全対策課長通知。以下「通

知」 とい う。)に より、適切な対応 をお願い してきたところである。

今般、骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌に対する放射性医薬品として、塩化

ラジウム (Ra 223)が薬事承認を受けたことに伴い、塩化ラジウムを投与され

た患者が、放射線治療病室等か ら退出するに当たっての基準が新たに必要とな

った。

このため、通知の別添「放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針」

の一部を別紙のとお り改正する。貴職におかれては、改正の内容について御了

知 されるとともに、安全性に配慮 して医療機関における治療が実施 されるよう、

関係団体及び管下医療機関に周知をお願いする。


